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【公開日】平成16年1月8日(2004.1.8)
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   5/055    (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  33/54     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   5/05    ３７６　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年6月6日(2008.6.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＭＲＩシステムにより取得された対象物（１６）の縮小撮像範囲画像を再構成するための
方法であって、
ａ）対象物（１６）の較正画像を収集する工程と、
ｂ）前記較正画像内で対象物（１６）のエッジを見つける工程と、
ｃ）前記較正画像内で見つけたエッジを使用して、縮小撮像範囲画像内の一ピクセル位置
においてエイリアシング複製の第１の数を算出する工程と、
ｄ）前記エイリアシング複製の第１の数を使用して前記縮小撮像範囲画像をアンラッピン
グして、アンラッピングされた画像を生成する工程と、
ｅ）前記アンラッピングされた画像内で対象物（１６）のエッジを見つける工程と、
ｆ）前記アンラッピングされた画像内で見つけたエッジを使用して、前記縮小撮像範囲画
像内の前記ピクセル位置においてエイリアシング複製の第２の数を算出する工程と、
ｇ）前記エイリアシング複製の第２の数を使用して前記縮小撮像範囲画像をアンラッピン
グして、新しいアンラッピングされた画像を生成する工程と、
を有している方法。
【請求項２】
更に、前記工程ｅ）～ｇ）を所定回数繰り返す工程を含んでいる、請求項１記載の方法。
【請求項３】
更に、前記の最初のアンラッピングされた画像と新しいアンラッピングされた画像とを比
較して、差を決定する工程と、
前記差が所定のレベル以下になるまで前記工程ｅ）～ｇ）を繰り返す工程と、を含んでい
る請求項１記載の方法。
【請求項４】
ＭＲＩシステムにより取得された対象物の画像を再構成するための方法であって、
ａ）対象物（１６）の較正画像を収集する工程と、
ｂ）対象物（１６）の縮小撮像範囲画像を収集する工程であって、該縮小撮像範囲画像は
位相エンコーディング軸に沿って撮像範囲寸法Ｄを持っている、当該工程と、
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ｃ）前記較正画像を使用してコイル感度を算出する工程と、
ｄ）前記較正画像内で対象物（１６）のエッジを見つける工程と、
ｅ）前記較正画像内で見つけたエッジを使用して、縮小撮像範囲画像内の一ピクセル位置
においてエイリアシング複製の第１の数を算出する工程と、
ｆ）前記エイリアシング複製の第１の数及びコイル感度で第１の感度マトリクスを集成す
る工程と、
ｇ）前記第１の感度マトリクスを使用して前記縮小撮像範囲画像をアンラッピングして、
アンラッピングされた画像を生成する工程と、
ｈ）前記アンラッピングされた画像内で対象物（１６）のエッジを見つける工程と、
ｉ）前記アンラッピングされた画像内で見つけたエッジを使用して、前記縮小撮像範囲画
像内の前記ピクセル位置においてエイリアシング複製の第２の数を算出する工程と、
ｊ）前記エイリアシング複製の第２の数及びコイル感度で第２の感度マトリクスを集成す
る工程と、
ｋ）前記第２の感度マトリクスを使用して前記縮小撮像範囲画像をアンラッピングして、
新しいアンラッピングされた画像を生成する工程と、
を有している方法。
【請求項５】
更に、前記工程ｈ）～ｋ）を所定回数繰り返す工程を含んでいる、請求項４記載の方法。
【請求項６】
更に、前記の最初のアンラッピングされた画像と新しいアンラッピングされた画像とを比
較して、差を決定する工程と、
前記差が所定のレベル以下になるまで前記工程ｈ）～ｋ）を繰り返す工程と
を含んでいる請求項４記載の方法。
【請求項７】
ＭＲＩシステムにより取得された対象物の縮小撮像範囲画像を再構成するための機械読取
り可能なコンピュータ・プログラム・コードでエンコードされた記憶媒体であって、以下
の工程ａ）～ｆ）を含む方法をコンピュータに実行させる命令を含んでいる記憶媒体。
ａ）対象物（１６）の較正画像を使用して対象物（１６）のエッジを見つける工程と、
ｂ）前記較正画像内で見つけたエッジを使用して、縮小撮像範囲画像内の一ピクセル位置
においてエイリアシング複製の第１の数を算出する工程と、
ｃ）前記エイリアシング複製の第１の数を使用して前記縮小撮像範囲画像をアンラッピン
グして、アンラッピングされた画像を生成する工程と、
ｄ）前記アンラッピングされた画像内で前記対象物（１６）のエッジを見つける工程と、
ｅ）前記アンラッピングされた画像内で見つけたエッジを使用して、前記縮小撮像範囲画
像内の前記ピクセル位置においてエイリアシング複製の第２の数を算出する工程と、
ｆ）前記エイリアシング複製の第２の数を使用して前記縮小撮像範囲画像をアンラッピン
グして、新しいアンラッピングされた画像を生成する工程。
【請求項８】
前記方法が更に前記工程ｄ）～ｆ）を所定回数繰り返す工程を含んでいる、請求項７記載
の記憶媒体。
【請求項９】
ＭＲＩシステムにより取得された対象物の画像を再構成するための装置であって、
対象物（１６）の較正画像及び縮小撮像範囲画像を収集する手段と、コンピュータ（１０
７）とを有し、該コンピュータが、
ａ）較正画像内で対象物（１６）のエッジを見つけ、
ｂ）前記較正画像内で見つけたエッジを使用して、縮小撮像範囲画像内の一ピクセル位置
においてエイリアシング複製の第１の数を算出し、
ｃ）前記エイリアシング複製の第１の数を使用して前記縮小撮像範囲画像をアンラッピン
グして、アンラッピングされた画像を生成し、
ｄ）前記アンラッピングされた画像内で対象物（１６）のエッジを見つけ、
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ｅ）前記アンラッピングされた画像内で見つけたエッジを使用して、前記縮小撮像範囲画
像内の前記ピクセル位置においてエイリアシング複製の第２の数を算出し、
ｆ）前記エイリアシング複製の第２の数を使用して前記縮小撮像範囲画像をアンラッピン
グして、新しいアンラッピングされた画像を生成するように構成されていること、を特徴
とする装置。
【請求項１０】
前記コンピュータ（１０７）は更に、前記較正画像内で見つけたエッジを拡張するように
構成されている、請求項９に記載の装置。
                                                                                


	header
	written-amendment

